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日時 平成 27 年 4 月 1 日（水） 

午後 2 時～3 時 

場所 小松市役所 3 階 3B 応接室 

 

 

 

次次次次    第第第第    

    

    

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

・小松市総合教育会議運営要綱について【資料１】 

 

・小松市教育大綱について      【資料２】 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉  会 

 



小松市総合教育会議運営要綱（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 小松市総合教育会議（以下「会議」という。）の運営に関しては，地方教育行政 

の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第1 6 2号）第１条の４に規定するもののほ 

か，この要綱の定めるところによる。 

２ この要綱は，会議により決定し，また，改廃する場合も同様とする。 

 （会議の招集） 

第２条 会議の招集は，会議の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ出 

席者に通知して行う。ただし，緊急の場合にはこの限りではない。 

２ 会議の招集は，概ね３ヵ月に１回とする。ただし，緊急の場合にはこの限りではない。 

 （参集） 

第３条 出席者は，招集の当日，指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。 

２ 出席者は，招集に応ずることができないときは，その理由を具して会議開催前までに 

市長に届け出なければならない。 

 （議長） 

第４条 会議に議長を置き，議長は，市長または市長の任命したものとする。 

 （開会及び閉会） 

第５条 開会及び閉会は，市長が行う。 

 （非公開） 

第６条 次の各号に該当する場合は，会議を非公開とすることができる。 

 ⑴ いじめ等の個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要がある場合 

 ⑵ 施策及び制度の立案において，意思決定の前に情報を公開することが不適当な場合 

 

 

 ⑶ その他，公開することが不適当と判断される場合 

 （議事録） 

第７条 議事録には，次の各号に掲げる事項を記載し，公表するものとする。 

⑴ 会議の場所及び出席者の氏名 

⑵ 説明のために出席した者の氏名 

⑶ 議題及び議事の大要 

⑷ その他市長が必要と認めた事項 

２ 前項の規定に関わらず，前条の規定により非公開とすべき事項及び内容については， 

議事録から省略することができる。 

 （事務局） 

第８条 会議の事務局は，教育委員会事務局と相互協力の上，総合政策部経営政策課が担 

うものとする。 

 （その他） 

第９条 前条までに定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，会議が定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成27年４月１日から施行する。 

資料 1 



 

 

 

 

 

 

教 大綱（案） 
 

 

 

～学びの道しるべ～ 

 

    智仁勇 あすのこまつを創る人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 月 
 

小  松  市 

小松市教育委員会

資料２ 
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第１章 はじめに 

 

グローバル化の進展や地球環境の持続性が重要な課題となっている社会情勢

のなか、地域における教育の充実はますます必要となっています。 

このような時代に対応した人材を育成するため、教育の高度化はもとより、

幼児教育から義務教育、高等教育への一貫した教育、企業や地域と一体となっ

た教育など、今後の本市の教育、学術及び文化の振興に関しての総合的な施策

の体系を示すため、「小松市教育大綱」（以下「大綱」という。）を定めます。 

 

１ 大綱の位置付け 

大綱は、平成２７年４月１日改正施行の「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（地方教育行政法）」第１条の３に規定されるものです。 

また、この大綱は、教育に関する基本的な計画として策定するもので、「教育

基本法」第１７条第２項に基づく本市の「教育振興基本計画」としても位置付

けるものです。 

 

２ 関連計画等との整理 

（１）「学びの道しるべ」 

 本市では、平成２５年４月に、小松市教育目標「学びの道しるべ」を策定し

ました。改正地方教育行政法の規定に先んじて教育の基本的方向を掲げている

ことから、大綱は、この「学びの道しるべ」を重視して策定します。 

 

（２）関連計画等との整理 

 また、国及び石川県等において策定済みの以下の計画及び動向等も踏まえ策

定するものとします。 

・石川の教育振興基本計画（計画期間：平成２３年度～平成３２年度） 

・国の第２期教育振興基本計画（計画期間：平成２５年度～平成２９年度） 

・今後の教育改革の動向 

 

３ 期間 

 期間は平成２７年度を始期、平成３１年度を終期とする５ヶ年間とします。 

 
平成 27 年 4月中にパブリックコメント及び学校教育関係者から、5、6月に市議会からの意見・提案

をいただきながら、小松市教育大綱を策定していきます 
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第２章 大綱 

１ 大綱の構成 

 大綱は「理念」、「目標」、「教育推進の地域ポリシー」によって構成します。

また、それらを実現するための具体的施策となる「実施計画」を合わせて定め

るものとします。 

 

（１）大綱 

大綱は、「小松市総合教育会議条例」（平成２６年小松市条例第３７号）の規

定により設置された「小松市総合教育会議」（市長と教育委員会で構成）におい

て協議されたうえで策定します。 

 また、幼児教育の計画となる子ども・子育て支援事業計画との整合性・一貫

性を図ります。 

 

（２）実施計画 

実施計画に位置付ける内容は、主に学校教育を中心としたものとします。 

ただし、教育は、家庭及び地域教育、社会奉仕、文化やスポーツ、産業、国

際化など、様々な分野の多岐にわたるため、各種計画と相互補完しながら、教

育大綱の実現をめざしていくこととします。 

 

 

 

 

                 計画の引き継ぎ・教育の一貫性 

 

 

 

                              相互補完 

 

 

 

 

 

 

 

１０年ビジョン 小松市教育大綱 実施計画 

理念・目標 

教育推進の地域ポリシー 
理科大好き青少年の育成 

アクションプラン 

食育推進計画 

スポーツ推進計画 

市民読書活動推進計画 

国際都市こまつ共創プラン 

産業振興プラン    等 

子ども・子育て支援事業計画 
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２ 理念及び目標 

 平成２５年４月に策定した「学びの道しるべ」を継承し、教育の継続性・一

貫性を重視します。 

 

 理念 

  
目標 

○ 生涯にわたり みずから学ぶ人 

○ 思いやりのある 心豊かな人 

○ すこやかで 活力あふれる人 

○ ふるさとを愛し 世界にはばたく人 
     

グローバル化の急速な進展を踏まえ、以下を目標に追加します。 

○ 未来を拓き たくましく生きる力を育む 

 

３ 教育推進の地域ポリシー 

時代の要請に応じ、地域一体となって教育を推進します。 

 

１．学校と地域や企業、関係団体など地域が一体となり、まち全体で子

どもたちを守り育てます 

２．幼児教育から義務教育、高等教育へと切れ目ない一貫した教育を展

開し、未来を担う子どもたちを育てます 

３．ダイバーシティ（多様性）に対応できる、感性豊かな子どもたちを

育てます 

４．親子や家族で互いに愛情を感じ、感謝する心を育みます 

５．豊かな自然と食、伝統文化、産業技術力を生かしたこまつ独自の教

育で、ふるさとを愛し世界で活躍する人材を育てます 

６．文化、スポーツの環境を整え、指導者を育成し、全国・ 世界で活躍

する人材を育てます 

７．機動的な市組織づくりを進めるとともに、地域の推進体制も充実し、

教育の推進組織を高めます 

智仁勇 あすのこまつを創る人 
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第３章 実施計画（予定） 

大綱に位置づけた基本目標等の実現のため、今後の本市教育行政における具

体的政策となる「実施計画」を定めるものとします。 

 

１ 推進組織 

目標の実現や地域ポリシーの具体的な展開のため、教育に係る組織を常に見

直し、充実していきます。 

 

(１) 教育委員会 

・これからの未来の教育を考え、戦略的に施策を展開していくため、平成２７

年７月に、教育長のシンクタンクとなる新たな組織を検討します。 

・学校教育を中心とした子どもたちの教育を拡充するため、必要に応じ、柔軟

にチームを設置するとともに、地域活動などと密接に関係する生涯学習組織

について、教育委員会と市長部局との役割分担を整理・検討します。 

・幼児教育から義務教育、高等教育へと一貫した教育を展開するため、市長部

局の関係組織はもとより、幼稚園・保育園・こども園、高等学校、高等教育

機関と密接な連携を図ります。 

 

(２) 地域 

 ・文化やスポーツによる教育を一層展開するため、関係団体を育成・充実し

ます。 

 ・企業や大学とも連携した教育を実践するため、関係組織・施設との連携を

充実します。 

 ・登下校時などの子どもたちの安全を見守るため、また、地域における教育

を充実するため、地域の活動団体を育成します。 

 

２ 主な施策 

 推進組織づくりと合わせ、効果的に施策を展開していきます。 

 

(１) 夢や希望をもち、より高い目標に向かって、自ら進んで行動できる人の育成 

① キャリア教育の充実      

② ものづくり教育の充実 

③ 人材育成 
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(２) 確かな学力を身に付け、創造性や個性を伸ばし、自ら課題を発見し解決で

きる人の育成 

① 学力の向上 

② 理科・科学教育の推進 

③ 基礎学力の定着 

④ 一人一人のニーズに応じた教育の充実 

⑤ 英語教育の充実 

⑥ 各種学習施設の活用 

⑦ 指導力の向上 

⑧ 現状把握に基づく効果的な教育の推進 

⑨ 特色ある高等学校づくり 

⑩ 幼児教育の充実 

 

(３) 自らを律し、人を思いやる心豊かな人間性の育成 

① 豊かな社会性の育成（家庭、地域の絆） 

② マナー・エチケット・規範意識など道徳教育の充実 

③ いじめ・不登校問題への取組の充実 

④ 家庭や地域の教育力の充実 

⑤ 読書活動の推進 

 

(４) 伝統と文化を尊重し、ふるさとに誇りをもち、世界で活躍できる人の育成 

① ふるさとに恋する心の醸成 

② 文化芸術の振興 

③ グローバル化に対応した教育の充実 

 

(５) 健康や体力の増進に努め、意欲・活力のある人の育成 

① 基本的な生活習慣の確立 

② スポーツの推進 

③ 食育の推進 

 

(６) 時代や社会の変化に対応し、安全・安心で快適な環境づくり 

① 施設の整備・充実 

② 学校の適正規模化 

③ 放課後児童クラブの充実 

 





１　小松市教育大綱　体系図

① ふるさとに恋する心の醸成      

② 文化芸術の振興 

③ グローバル化に対応した教育の充実 

① 学力の向上 

② 理科・科学教育の推進 

③ 基礎学力の定着 

④ 一人一人のニーズに応じた教育の充実 

⑤ 英語教育の充実 

⑥ 各種学習施設の活用 

⑦ 指導力の向上 

⑧ 現状把握に基づく効果的な教育の推進 

⑨ 特色ある高等学校づくり 

⑩ 幼児教育の充実 

① 豊かな社会性の育成（家庭、地域の絆） 

② マナー・エチケット・規範意識など道徳教育の充実 

③ いじめ・不登校問題への取組の充実 

④ 家庭や地域の教育力の充実 

⑤ 読書活動の推進 

① 施設の整備・充実 

② 学校の適正規模化 

③ 放課後児童クラブの充実 

① 基本的な生活習慣の確立 

② スポーツの推進 

③ 食育の推進 

① キャリア教育の充実      

② ものづくり教育の充実 

③ 人材育成 

 

 

 

・職業体験・職業人講話の実施

・小松短大の協力によるＩＣＴ講座の実施

・ボランティア活動の充実

 

・教材・教具の充実

・ＩＣＴを活用した学習の充実

・理科大好き青少年の育成ＡＰの実施

・こまつチャレンジスクールの実施

・各種支援員の配置・充実

・グローバル化に対応する英語教育の推進

・授業力スキルアップ事業

・市立高校活性化プラン

・幼・保・小の連携による育成支援

・小松市いじめゼロサミットの実施・展開

・地域活動での活躍の場の設定

・ＳＳＷによる学校支援

・教育相談の充実

・こまつ市民読書活動推進計画の実施

・子供歌舞伎・中学校古典教室の充実

・外国人児童生徒教育の充実

・郷土の伝統・文化の理解

・「早寝早起き朝ごはん運動」の推進

・アスリートの育成強化・障害者

　スポーツ活動の充実

・家庭と連携した食育の推進

・学校給食システムの改善

・学校の適正規模・適正配置の検討，推進

・エコスクール・バリアフリーの推進

・学校フローラル運動の推進

・学校施設のエコ化推進

・放課後児童クラブの質の向上

（１）夢や希望をもち、より高い目標に向かって、

　　 自ら進んで行動できる人の育成

（２）確かな学力を身に付け、創造性や個性を伸ばし、

　　 自ら課題を発見し解決できる人の育成

（３）自らを律し、

　　 人を思いやる心豊かな人間性の育成

（４）伝統と文化を尊重し、ふるさとに誇りをもち、

　　 世界で活躍できる人の育成

（５）健康や体力の増進に努め、

　　 意欲・活力のある人の育成

（６）時代や社会の変化に対応し、

　　 安全・安心で快適な環境づくり

主な施策 施策の具体

１．学校と地域や企業、関係団体など

　　地域が一体となり、

　　まち全体で子どもたちを守り育てます

２．幼児教育から義務教育、高等教育へと

　　切れ目ない一貫した教育を展開し、

　　未来を担う子どもたちを育てます

３．ダイバーシティ（多様性）に対応できる、

　　感性豊かな子どもたちを育てます

４．親子や家族で互いに愛情を感じ、

　　感謝する心を育みます

５．豊かな自然と食、伝統文化、産業技術力を

　　生かしたこまつ独自の教育で、

　　ふるさとを愛し世界で活躍する人材を育てます

６．文化、スポーツの環境を整え、

　　指導者を育成し、全国・世界で

　　活躍する人材を育てます

教育推進の地域ポリシー目標理念

７．機動的な市組織づくりを進めるとともに、

　　地域の推進体制も充実し、

　　教育の推進組織を高めます

7

実施計画大綱

推進組織

・（仮称）未来の教育課
・教育センター
・教育庶務課
・学校教育課
・（仮称）青少年育成課  

小松市教育委員会

教員育成・

　 指導力向上

学校サポートチーム

授業力スキルアップチーム

いじめゼロ 子ども連絡会

土曜学習（①教科学習 ②多様な教育活動）

幼稚園・保育園（所）
こども園
小・中学校

高等学校（市立高校）
大学（小松短大）

関 係 部 局 ・ 団 体

こども家庭課

文化創造課

国際都市推進課

スポーツ育成課

公民館

市国際交流協会

サイエンスヒルズこまつ

わくわくコマツ館

図書館　美術館　博物館

埋蔵文化財センター

スポーツ施設　etc.

学習支援施設

生涯にわたり

　　　　　みずから学ぶ人

思いやりのある

     　　　　　心豊かな人

ふるさとを愛し

　　 　 世界にはばたく人

未来を拓き

たくましく生きる力を育む

すこやかで

　　　　　活力あふれる人

智
仁
勇　

あ
す
の
こ
ま
つ
を
創
る
人
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２ 関係法令条文（抜粋） 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 ［平成２６年６月２０日改正］ 

（大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項に規定する基本

的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術

及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を

定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、次条第１項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第２１条に規定する事務を管

理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

 

 

○教育基本法         ［平成１８年１２月２２日法律第１２０号］ 

（教育振興基本計画）  

第１７条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策そ

の他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとと

もに、公表しなければならない。  

２  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方

公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよ

う努めなければならない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒923-8650 石川県小松市小馬出町 91 番地 

 

小松市総合政策部経営政策課 

 TEL 0761-24-8037  FAX 0761-21-0285 

 

小松市教育委員会事務局 

TEL 0761-24-8120  FAX 0761-23-3563（教育庶務課）    


